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第２５回農業委員会（総会） 

開会 令和４年７月１１日（月） 午後１時３０分～ 

 

第  １    会議録署名委員の指名 

 

第    ２  報告第１７号 

              農地法第４条第１項第８号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第    ３  報告第１８号 

              農地法第５条第１項第７号の規定による届出の報告について（報告） 

 

第  ４  議 第２４号 

農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

       提案説明、案件に対する質疑、採決               

 

第  ５  議 第２５号 

農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

       提案説明、案件に対する質疑、採決               

 

第  ６  議 第２６号 

農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

        提案説明、案件に対する質疑、採決               

 

第  ７  議 第２７号 

下限面積（別段面積）の設定につき、議決を求めることについて 

        提案説明、案件に対する質疑、採決               

 

第  ８  議 第２８号 

農用地利用集積計画（農地中間管理権）（案）の決定につき、 

議決を求めることについて 

        提案説明、案件に対する質疑、採決               
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１. 農業委員         

・会議に出席した委員 
      

 

 １番 
 
山元 泰宏  ２番 

 
石田 隆司 ３番  中野 隆史 

 

 ４番  横江 岩美 ５番  横江 年男 ６番  堀井 信一 

 

７番   山本 英裕 ８番  木村 幸夫 ９番  木下 範明 

 
１０番  中島 紀昭 １１番  小川 雅嗣 １２番  横江 吉美 

 
１４番  堀  祐子       

・会議に欠席した委員   

    １３番 中村 好明    

２.農地利用最適化推進委員                                                    

・会議に出席した委員                                                     

 
１番  奥村 和夫 ２番  吉川 眞史 ４番  中西 真由巳 

 
５番  久保 和久 ６番  三澤  ７番  山田 稔幸 

 
８番  中川 正平 ９番  杉江 日出男 １０番  葛原 孝博 

３.事務局 

・会議に出席した職員                                                     

参事  服部 英亜 主任 
 
宇野 耀    

農林水産課 主任 西井 万裕   農林水産課 山元 一子   

 

 

 

 

 



3 

 

事務局 

 

では、定刻となりましたので、只今から第２５回農業委員会総会を開催い

たします。 

県内では依然として新規感染者が発生し、増加が懸念されますますことか

ら、密になる場所については、引き続き、マスクの着用が求められていると

ころでございます。 

また、アルコール消毒、体温測定、会議中の換気など、感染対策を継続い

たしますので、ご理解・ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 

なお、会議途中に、体調がすぐれず、発熱の疑いがある場合、無理せず、

お申し出いただきますよう、お願いいたします。 

本日、１３番 中村好明委員が欠席されておりますが、出席委員は１４名

中１３名で、定足数に達しておりますことから、総会が成立しておりますこ

とを御報告します。 

また、本日は傍聴の方はおられません。 

なお、議案説明については、個人情報の関係から個人が特定されない表現

で説明等を行いますので、御了承願います。 

それでは、農業委員会憲章の唱和を、小さな声でお願いします。 

 

（農業委員会憲章の唱和） 

 

事務局 

 

ありがとうございました。それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

大変暑い中総会にご出席いただきましてありがとうございます。 

今事務局からもありましたように、少し沈静化しておりました新型コロナ

ですけれども、オミクロン株 BA.5 という感染力の強い株が、また流行の兆し

をみせているところでございます。また、６月の初めは猛暑といわれるほど

の暑さでしたけれども、今は戻り梅雨というような異常気象でございます。

体にご自愛いただきましてお過ごしいただきたいと思います。 

ただいまから、第２５回 草津市農業委員会総会を開会します。 

本日の議事日程は、予め、お手元に配布いたした通りでありますので、こ

れを御了承願います。 

 

会長 それでは、これより日程に入ります。 

日程 第１会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、議席番号１番 

山元泰宏委員、議席番号１１番 小川雅嗣委員、以上の両人を指名いたしま

す。 

 



4 

 

会長 次に、日程第２報告第１７号「農地法第４条第１項第８号の規定による届

出の報告について」番号１番から３番までの案件を議題とし、事務局より、

報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

それでは、報告第１７号農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いて説明いたします。 

この届出は、市街化区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の届出は、３件です。議案書は、２ページでございます。 

 

番号１番は、届出人が土地区画整理事業に伴う住宅用地として、本人が所

有する南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内の南笠町地先の田１筆 

３２３㎡ 換地面積１６６㎡を転用されようとするものです。 

周囲は、土地区画整理事業区域内でありますことから隣地承諾を得なけれ

ばならない農地はございません。 

 

番号２番は、届出人が露天駐車場及び進入路として、本人の所有する野路

七丁目地先の地目田、現況宅地２筆計８２２㎡を転用されようとするもので

す。 

申請地は、既に宅地の進入路として造成されており、顛末書を添付のうえ、

申請がなされました。 

隣接地は、田・宅地・道路であり、田の所有者からは隣地承諾を得られて

おります。 

 

番号３番は、届出人が共同住宅の建築を目的として、本人の所有する野村

五丁目地先の田３筆計２,８８９㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、西側の道路高に合わせるように約１ｍ程度の盛土を行われます。 

雨水排水は、敷地内に側溝を敷設し、北側と東側の雨水桝より水路へ放流

されます。 

高低差が生じる北側と東側は、土留め工として擁壁を設置されます。 

隣接地は宅地・水路・道路であり隣地承諾が必要な農地はございません。 

なお、本届出につきましては、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第

６の３の(2)の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問題

ないものとし、番号１番は６月３日付、番号２番は６月２０日付、番号３番

は６月２４日付にて専決規定に基づき、局長専決により受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきま
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すよう、お願いします。 

 

  （ 質問・意見なし ） 

 

会長 発言が無いようですので、報告第１７号を終わります。 

 

会長 次に、日程第３報告第１８号「農地法第５条第１項第７号の規定による届

出の報告について」番号１番から１１番までの案件を議題とし、事務局より、

報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に報告第１８号農地法第５条第１項第７号の規定による届出について説

明いたします。 

この届出は、市街化区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等の権

利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の届出は、１１件です。 

議案書は、３ページから５ページでございます。 

 

番号１番は、譲受人が専用住宅を目的として、譲渡人の所有する追分南六

丁目地先の畑１筆１９３㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請地は、畑地であるため造成工事等はなされず、地ならし程度となりま

す。 

雨水排水につきましては、宅地西側に雨水桝を設置し、道路側溝へと放流

されます。 

隣接地は、水路・宅地・畑でありますが、申請者の所有地であるため、隣

地承諾が必要な農地はございません。 

 

次に番号２番は、譲受人が土地区画整理事業に伴う住宅用地として、譲渡

人の所有する南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内にある野路町地先

の田１筆３０２㎡ 換地面積１６６㎡を売買にて取得し、転用されようとす

るものです。 

周囲は、土地区画整理事業区域内でありますことから、隣地承諾を得なけ

ればならない農地はございません。 

 

次に番号３番は、譲受人が住宅用地として、譲渡人２者が所有する南草津

プリムタウン土地区画整理事業区域内にある野路町地先の田１筆３６２㎡ 

換地面積１７９㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

周囲は、土地区画整理事業区域内でありますことから、隣地承諾を得なけ
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ればならない農地はございません。 

 

次に番号４番は、大阪市内で不動産業を営む譲受人が土地区画整理事業に

伴う住宅用地として、譲渡人の所有する南草津プリムタウン土地区画整理事

業区域内にある南笠町地先の田２筆６６０㎡ 換地面積３３２㎡を売買にて

取得し、転用されようとするものです。 

周囲は、土地区画整理事業区域内でありますことから、隣地承諾を得なけ

ればならない農地はございません。 

 

次に番号５番は、野洲市内で不動産業を営む譲受人が資材置場として、譲

渡人の所有する矢橋町地先の田１筆１,３０３㎡ 地目田 現況宅地１筆４９

８㎡計１,８０１㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請地は、一部造成済みであり、顛末書を添付のうえ申請がなされました。 

敷地の西側は切土、東側は盛土をともに２０ｃｍ程度行われます。 

土留め工として北側、東側にコンクリートブロックを設置されます。 

雨水排水は、敷地内に新設する水路を通じ東側の水路へ放流されます。 

隣接地は、地目田、現況道路・宅地・雑種地・水路であり、隣地承諾が必

要な農地はございません。 

 

次に番号６番は、草津市内で不動産業を営む譲受人が露天駐車場として、

譲渡人の所有する矢橋町地先の畑１筆６７４㎡を売買にて取得し、転用され

ようとするものです。 

申請地は、北側の道路高と合わせるように全体的に２０ｃｍ程度の盛土を

行われます。 

土留め工として南側にコンクリートブロックを設置されます。 

雨水排水は、勾配をつけ北側の側溝へ放流されます。 

隣接地は、宅地、畑であり、畑の所有者からは隣地承諾を得られておりま

す。 

 

次に番号７番は、草津市内で不動産業を営む借受人が露天駐車場として貸

渡人の所有する野路東五丁目地先の畑１筆３１９㎡を賃貸借にて借り受け、

転用されようとするものです。 

申請地は、畑地であるため、造成工事はなく、地ならし程度となります。 

雨水排水は、基本浸透式とされます。 

隣接地は、山林・宅地・道路であり、隣地承諾が必要な農地はございませ

ん。 
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５ページをご覧ください。 

次に番号８番は、京都市内で電子機器の加工販売等を行う譲受人が、事務

所兼工場の建築を目的として、譲渡人の所有する畑２筆計６５１㎡を売買に

て取得し、転用されようとするものです。 

譲受人は、隣接地で支社を構えておられます。 

申請地は、畑地であり、全体的に１０ｃｍ程度の切土を行われます。 

雨水排水につきましては、敷地内に数か所雨水桝を設け、西側の水路へ放

流されます。 

隣接地は、宅地・地目田、現況道路であり、隣地承諾が必要な農地はござ

いません。 

 

次に番号９番は、大津市内で不動産業を営む譲受人が、住宅用地として譲

渡人の所有する木川町地先の畑１筆２９８㎡を売買にて取得し、転用されよ

うとするものです。 

申請地は、畑地であるため造成工事等はなく、地ならし程度になります。 

雨水排水は、敷地一円に新設する側溝から、北側の道路側溝へと放流され

ます。 

隣接地は、畑・道路・雑種地・宅地であり、畑の所有者からは隣地承諾を

得られております。 

 

次に番号１０番は、番号９番と同一の譲受人が、住宅用地として譲渡人の

所有する木川町地先の畑１筆１９７㎡を売買にて取得し、番号９番と同時に

転用されようとするものです。 

番号９番の隣接地であり、造成工、排水計画ともに同じ内容です。 

隣接地は、畑・道路・宅地であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

次に番号１１番は、草津市内で飲食店を営む譲受人が、露天駐車場として、

譲渡人の所有する下笠町地先の田１筆３３１㎡を売買にて取得し、転用され

ようとするものです。 

申請地は、隣地との高低差はほとんどありませんが、約１０ｃｍ程度の盛

土を行われます。 

雨水排水は、造成工事の際、県道側に新設する雨水桝に向けて勾配をつけ、

県道の道路側溝に放流されます。 

隣接地は、宅地・道路であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

最後に、本届出については、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６

の３の(2)の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問題な
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いものとし、番号１番、３番は６月１６日付、番号２番、７番は５月３１日

付け、番号４番、１１番は６月２０日付け、番号５番は５月２７日付け、番

号６番は６月１３日付け、番号８番は６月２７日付け、番号９番、１０番は

６月３日付けにて専決規定に基づき、それぞれ局長専決により受理しており

ます。 

 

会長 以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきま

すよう、お願いします。 

 

 （ 質問・意見なし ） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第１８号を終わります。 

会長 

 

次に、日程第４議第２４号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から６番までの案件を議題とし、事務局

から議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

次に議第２４号農地法第３条第１項の規定による許可について説明しま

す。 

この申請は、農地の権利移転・権利設定にかかる申請です。 

今月の申請は、６件です。議案書は、６ページ、７ページです。 

 

番号１番は、譲受人が譲渡人の所有する馬場町地先の畑１筆２０７㎡を売

買にて取得されようとするものです。 

申請地は、譲渡人が住まわれていた家と譲受人の家との間にある畑でござ

います。譲渡人が引っ越しをされ空き家となっており、畑の手入れもままな

らないことから、譲受人が取得のうえ管理されようとするものです。 

今回の取得により譲受人の耕作農地は、６,９６３㎡となりますことから、

農地法第３条第２項第５号に定める下限面積の要件を満たしております。 

また、その他の要件についてですが、第１号の全部効率化要件については、

現在所有する農地について全て耕作されており、取得後においても効率的に

利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではない

ため該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で
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きると認められます。 

第７号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号２番は、譲受人が譲渡人の所有する北山田町地先の田２筆５０９㎡を

売買にて取得されようとするものです。 

申請地の西側に譲受人の所有地があるのですが、北側道路に接しておらず

不便なことから、今回申請地を取得し道路に面した整形の土地にされるもの

であります。 

今回の取得により譲受人の耕作農地は、５,８７０㎡となりますことから、

農地法第３条第２項第５号に定める下限面積の要件を満たしております。 

また、その他の要件についてですが、第１号の全部効率化要件について、

この後説明させていただく３番、４番、５番の案件に関係しておりますので、

少し詳しく説明させていただきます。 

今回の譲受人は、約９,８００㎡の農地を所有されており、５,３６１㎡につ

いて自作されており、下限面積５,０００㎡を超えておられます。次に、４,

４６２㎡を貸しておられるのですが、この貸付けが農地法３条の賃貸借や使

用貸借、利用権の設定ならば何の問題もございません。しかしながら、その

他借入、いわゆるヤミ小作で貸しておられると問題になってまいります。ヤ

ミ小作は法的に認められたものではないことから、ヤミ小作地は本来所有者

が耕作すべき土地ということになり、それを他の方が耕作されている状況で

は、全部効率化要件を満たしていないということになります。そのため、今

回、ヤミ小作を解消すべく手続きをとっていただきましたので、全部効率化

要件を満たしております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではない

ため該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第７号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号３番、４番、５番は、先ほどの２番の案件に関連するものですので、
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一括にて説明させていただきます。 

３番、４番、５番のそれぞれ借人が同じ貸人が所有する北山田町地先の田

を使用貸借にて借り受けられようとするものです。面積は、議案書記載のと

おり、３番は１,４１７㎡、４番は２,６３７㎡、５番は４０８㎡となっており

ます。 

借人は、それぞれ地域の担い手であり、以前から当該申請地を耕作されて

きましたが、その他借入、ヤミ小作の状態でありましたので、今回、貸人が

新たな農地を取得されるタイミングで是正をされるものであります。 

今回の取得により借人の耕作農地は、３番は８,８７２㎡、４番は５,０４３

３㎡、５番は９,２７６㎡となりますことから、全ての借人がそれぞれ農地法

第３条第２項第５号に定める下限面積の要件を満たしております。 

また、その他の要件についてですが、第１号の全部効率化要件については、

現在所有する農地について全て耕作されており、取得後においても効率的に

利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、３番、５番の借人は個人のため、該当いた

しません。また、４番の借人は、農地所有適格法人として、法人形態要件（株

式譲渡制限のある株式会社）、事業要件（売上高の過半が農業）、構成員・議

決権要件、役員要件の各要件を満たしております。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではない

ため該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第７号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

番号６番は、譲受人が譲渡人の所有する下物町地先の畑１筆９９㎡、田２

筆２,８１０㎡計２,９０９㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は、市内で２,８３７.７２㎡、守山市で３,４０４㎡、野洲市で６,８

４３㎡計１３,０８４.７２㎡を耕作されている農地所有適格法人であり、事業

規模拡大のため当該地を取得されるものであります。 

取得後は、田では水稲、畑ではトウモロコシ、サツマイモ、落花生、キャ

ベツを作付けされる予定であります。 

今回の取得により譲受人の耕作農地は、１５,９９３.７２㎡となりますこと

から、農地法第３条第２項第５号に定める下限面積の要件を満たしておりま

す。 

また、その他の要件についてですが、第１号の全部効率化要件については、
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現在所有する農地について全て耕作されており、取得後においても効率的に

利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、法人形態要件（株式譲渡制限のある株式会

社）、事業要件（売上高の過半が農業）、構成員・議決権要件、役員要件の各

要件を満たしております。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではない

ため該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第７号の地域調和要件については、取得されます地元の生産組合長の同意

も得られており、地域調和に支障を生ずる恐れがないと認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

以上、許可申請６件について、添付書類等を確認いたしましたが、不備等

はないものと考えますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号

１番委員、お願いします。 

 

１番 

 

 

６月１１日、１番推進委員と現場確認を行いました。事務局からも説明が

ありましたように、譲受人の隣の家が空き家になったという状況で、その隣

に畑があり一緒に管理するということです。問題ないと思われます。よろし

くお願いいたします。 

  

会長 番号２番から５番までの案件につきましては、議席番号５番委員、お願い

します。 

 

５番 

 

 

 

 

２番の案件でございますが６月１９日、５番推進委員さんと現地確認を行

いました。畑に転用するということでしたが、草が生い茂っておりましたの

で草刈りをお願いしました。後日、再度現地確認をして問題ないと判断いた

しました。 

３番４番５番の案件でございますが、同じく６月１９日、５番推進委員さ

んと現地確認を行いました。すべて問題なしと判断いたしました。以上よろ

しくお願いいたします。 
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会長 番号６番の案件につきましては、議席番号１０番委員、お願いします。 

 

１０番 

 

 

１０番推進委員と現地確認を行いました。事務局からの説明のとおり問題

ないと思われます。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願い

します。 

 

７番 

 

 

６番の案件ですが、５２６番地９９㎡だけ地所が離れているが、そこを購

入するというのはどういうことでしょうか。 

 

事務局 

 

 

この畑につきましては、所有者さんの元の家の屋敷畑という形でうかがっ

ております。引っ越しをされた所有者さんが、草津市内の農地を全部手放さ

れるにあたり、一緒に購入をしてもらえないかと話をもちかけられて、譲受

人の方がそれに応えられたということであります。 

 

７番 

 

 

３番４番５番の案件についてですが、この案件についてというより、北山

田地区のハウスで耕作がされていなくて骨組みだけが残されているところが

多く見受けられます。ヤミ小作について、ハウスの耕作放棄地について調査

をしていただきたい。 

 

事務局 

 

 

毎年農家台帳申告書（８,１台帳）の提出を各所有者さんにお願いしており

ます。 

台帳に農地をしていますと耕作者さんが書かれていて、所有者さんも貸し

ているという報告が一致したときにのみ、その他借り入れ（ヤミ小作）とし

て台帳に載せております。 

農地法３条の許可、利用権設定はその手続きを取られた時に、委員会に許

可をされましたら自動的に台帳に載せていきます。その他借り入れにつきま

しては、お互いの申し出により載せております。 

ヤミ小作は農地法違反です。もしされているのならば、事務局では正式に

利用権設定なり、農地法の許可を取るように指導をせざるを得ませんので、

これから正式に草津市内でヤミ小作の調査をするというのではなく、解消し

ていくような指導をしていくという方向になるのかと思いますので、ご了承

いただきたいと思います。 
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会長 

 

その他、御意見御質問はございませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第２４号「農地法第３条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて」番号１番から６番までの案件を

原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２４号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番から６番までの案件を原案のとおり決定いた

しました。 

 

会長 次に、日程第５議第２５号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番の案件を議題とし、事務局から議案の朗

読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

続きまして議第２５号農地法第４条第１項の規定による申請について説明

させていただきます。 

この申請は、市街化調整区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の申請は、１件です。議案書は８ページです。 

 

番号１番について説明いたします。 

番号１番は、申請人が露天駐車場敷地として、本人が所有する矢橋町地先

の地目：畑、現況：雑種地１筆３０４㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、申請人が農地法の趣旨を理解せず、自らが露天駐車場として、

これまで利用されてきたことから、顛末書を添付のうえ申請がなされました。 

顛末案件であるため造成工事等はございません。 

隣接地は、田・宅地・雑種地であり、田の所有者からは隣地承諾を得られ

ております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化
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が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、顛末案件であるため事業の目的が確実に果たされる

と判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第４条第６項に該当し

ないことから許可相当と考えます 

 

以上、１件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えま

すので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号

４番委員、お願いします。 

 

４番 

 

６月１５日、４番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説

明のとおりでございます。何の問題もないと判断いたしました。よろしくお

願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願い

します。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第２５号「農地法第４条第１項の規定に

よる申請に対し、許可をすることについて」番号１番の案件を原案のとおり

決定することに、賛成の方は挙手をお願いします 

 

 (挙手全員) 

 

会長 挙手全員であります。 
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 よって、議第２５号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可

をすることについて」番号１番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、日程第６議第２６号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を議題とし、事務局

から議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

続きまして、議第２６号農地法第５条第１項の規定による申請について説

明させていただきます。 

この申請は、市街化調整区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等

の権利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の申請は、７件です。議案書は９ページから１１ページです 

 

番号１番について説明いたします。 

番号１番は、露天資材置場として譲渡人の所有する青地町地先の畑１筆１

９㎡ 地目田、現況畑１筆３１３㎡計３３２㎡を売買にて取得し、転用され

ようとするものです。 

申請人は、栗東市で不動産業を営む事業者であります。 

申請人は湖南一帯、とりわけ草津市で数多くの分譲住宅の造成、建築を行

っており、草津市内で資材置場の確保を検討していたところ、申請地の地権

者と話がまとまったため、本申請をなされました。 

申請地は、７０ｃｍ程度の盛土を行われます。 

申請地の道路側以外の東側、南側、北側には土留工として擁壁を設置され、

また、道路側には新設の道路側溝を設置されます。 

雨水排水は、申請地西側に設置する雨水桝から前面の道路側溝へ放流され

ます。 

隣接地は、田・畑・里道・道路・宅地・雑種地であり、農地の所有者、耕

作者からは隣地承諾を得られております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、申請地から

西側おおむね５００ｍ以内に志津小学校、および志津幼稚園があることから、

公益的施設の整備状況が一定程度に達している第３種農地と判断されます。 

また、第３種農地での農地転用申請については、原則許可することとなっ

ております。 

一般基準については、売買契約書、工事見積書および残高証明書の添付が

あり、事業の目的が確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 
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次に番号２番について説明いたします。 

番号２番は、露天資材置場として譲渡人の所有する北山田町地先の畑２筆 

計６０７㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請人は、市内で建設業を営む事業者であります。 

申請地は、去る、５月１０日に開催された、農業委員会総会時に農地転用

許可をいただいた土地の隣接地であります。 

５月時点で売買の合意には至っておりましたが、手続き関係が遅れたため、

今回申請をなされました。 

造成工事は地ならし程度となります。 

雨水排水につきましては、南側の道路側溝へ放流されます。 

隣接地は、道路・宅地・山林・畑であり、畑については農地転用許可済み

のため、隣地承諾が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、売買契約書、預金通帳の写しの添付があり事業の目

的が確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

次に番号３番について説明いたします。 

番号３番は、借受人が露天駐車場として貸渡人が所有する南山田町地先の

田２筆１,３５７㎡を賃貸借にて借り受け、転用されようとするものです。 

申請人は、大津市内で不動産業を営む法人であり、隣接地の運送業者に貸

し付ける予定であります。 

申請地は、５０ｃｍから６０ｃｍ程度の盛土を行われます。 

高低差が生じる南側から西側にかけて土留め工として、擁壁を設置されま

す。 

雨水排水は、敷地北側に土地の勾配を付け、北側に新設する雨水桝を通じ

て、道路側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、水路・道路・田であり、田の所有者からは隣地承諾を得

られております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地
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での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、法人見積書と残高証明書が付いているため事業の目

的が確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

１０ページをご覧ください。 

次に番号４番について説明いたします。 

番号４番は、譲受人が露天資材置場として、南山田町地先の地目田、現況

畑１筆３１㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

譲受人は、農業を営んでおられますが、所有されている農小屋が農機具等

であふれ、宅地まで、農業用資材置場等に利用していることから、一部農業

用資材の置き場に困っておられました。 

そんな折、経緯を知った譲渡人から土地を譲ってもよいと申し出があった

ため、本申請をなされました。 

申請地は畑地であるため、造成工事は特になく、東側に勾配を付けながら

整地されます。 

雨水排水は、東側の側溝を通じて、北側水路に放流されます。 

申請地の周囲は、里道・水路・道路・地目田 現況畑であり、農地の所有

者からは隣地承諾を得られております。農地区分については、当該農地は農

業振興地域の白地であり、農業公共投資の対象となっていない１０ha 未満の

小集団の生産性の低い農地で、市街化が見込まれる第２種農地と判断されま

す。また、当該農地以外に第３種農地での事業が困難でありますことから、

許可することはやむを得ないものと判断されます。 

一般基準については、顛末案件であるため事業の目的が確実に果たされる

と判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

次に番号５番について説明いたします。 

番号５番は、借受人が専用住宅として、下寺町地先の田１筆４９９㎡を使

用貸借にて借り受け、転用されようとするものです。 

申請人の関係は、親子です。 

申請地は、全体的に６０ｃｍ程度の盛土をされ、申請地の周囲は土留めと

して擁壁を設置されます。 

雨水排水は、敷地の南側に雨水桝を設置し、南側の水路へ放流されます。 
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申請地の周囲は、地目田 現況宅地・道路・水路・宅地であり、農地の所

有者からは隣地承諾を得られております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、見積書、融資証明書があるため事業の目的が確実に

果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

次に番号６番について説明いたします。 

番号６番は、大津市内で不動産業を営む、譲受人が露天資材置場として譲

渡人２者が所有する長束町地先の田６筆計３,９５５㎡ 畑１筆９５㎡総計

４,０５０㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

申請人は、湖南一円で宅地分譲を行っておられ、西側には県道大津守山近

江八幡線、東側には県道草津守山線があり交通の便が良い申請地を湖南地域

の資材置場の拠点と考え、用地交渉をしてきたところ、話がまとまったため

本申請がなされました。 

申請地には、重機、大型車両、建設資材、鉄筋などを配置される予定であ

ります。 

申請地は、６０ｃｍから７０ｃｍ程度の盛土を行われます。 

申請地は、高低差が生じない道路側以外の一円に土留め工として擁壁を設

置されます。 

安全対策として、フェンスおよびトラロープを敷地一円に設置されます。 

雨水排水については、東側の区画については南側に向けて勾配を付け、新

設する雨水桝を通じて、県道道路側溝へ放流されます。 

西側の区画については東側に向けて勾配を付け、東側に新設する雨水桝よ

り、市道道路側溝へ放流されます。 

申請地の周囲は、地目田、現況水路、宅地・道路・里道・宅地であり、隣

地承諾が必要な農地がございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、申請地から

北側おおむね５００ｍ以内に小津小学校、および小津こども園があることか

ら、公益的施設の整備状況が一定程度に達している第３種農地と判断されま

す。 

また、第３種農地での農地転用申請については、原則許可することとなっ
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ております。 

一般基準については、見積書、売買契約書、残高証明書があるため事業の

目的が確実に果たされると判断されます。よって、本議案を許可することに

ついては、農地法第５条第２項に該当しないことから許可相当と考えます。 

なお、本案件は７月１９日開催予定の、滋賀県農業会議常設審議委員会の

諮問案件となります。 

 

１１ページをご覧ください。 

次に番号７番について説明いたします。 

番号７番は、譲受人が露天駐車場として、北大萱町地先の畑１筆９１㎡を

売買にて取得し、転用されようとするものです。 

譲受人と譲渡人は、親族関係であり、譲受人はかねてより、自宅駐車場が

手狭であったことから、親族同士で話し合いが行われ、今回、申請地を利用

することにされました。 

また、申請地は一部、譲受人の自宅への進入路として造成されていること

から、顛末書を添付のうえ申請なされました。 

申請地は、畑地であり、地ならし程度の造成工事となり、一部砕石で仕上

げられます。 

高低差が特にないことから、土留め工はなされません。 

雨水排水は基本、浸透式とされます。 

申請地の周囲は、宅地・道路・畑であり、農地の所有者は申請人であるた

め、隣地承諾が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化

が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地

での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判

断されます。 

一般基準については、売買契約書、工事見積書および預金通帳の写しの添

付があり、事業の目的が確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

以上７件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えます

ので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます 

 

会長  以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果なら
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びに補足説明をお願いします。１番の案件につきましては、議席番号１番委

員、お願いします。 

 

１番 

 

６月１４日、１番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説

明のとおり何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

２番の案件につきましては、議席番号５番委員、お願いします 

 

５番 

 

 

６月１９日、５番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説

明のとおり何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 ３番と４番の案件につきましては、議席番号６番委員、お願いします。 

 

６番 

 

 

６月４日、６番推進委員さんと現地確認を行いました。３番、４番の案件

共に事務局からの説明のとおり何の問題もないと判断いたしました。よろし

くお願いいたします。 

 

会長 

 

５番と７番の案件につきましては、議席番号９番委員、お願いします。 

 

９番 

 

 

９番推進委員さんと現地確認をおこないました。５番の案件ですが、問題

はないと思うのですが、準備等不十分なところが見受けられたため、今後注

意して経過をみていこうと思っています。７番の案件については、事務局か

らの説明のとおり何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願いいた

します。 

 

会長 ６番の案件につきましては、議席番号１０番委員、お願いします。 

 

１０番 

 

１０番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説明のとおり

何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願い

します。 

 

 （質問・意見なし） 
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会長 

 

 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２６号「農地法第５

条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１番から

７番までの案件を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２６号農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて、番号１番から７番までの案件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

会長 次に、日程第７議第２７号下限面積（別段面積）の設定につき、議決を求

めることについて、事務局から議案の朗読と説明を願います 

 

事務局 

 

続きまして、議第２７号下限面積の設定についての説明をさせていただき

ます。 

下限面積については、平成２１年度の農地法改正前までは滋賀県が面積設

定と地域の設定をしておりました。 

平成２１年度以降に市へ権限移譲されてからも、県の設定面積を踏襲して

おりますが、法律上、毎年、見直しをするべきとされていますことから、６

月の運営委員の場において検討し、７月の総会にお諮りすることとしており

ます。 

ちなみに湖南では、草津と栗東が下限面積を設定していますが、守山・野

洲については、下限面積・地域の設定はされておりません。 

栗東市農業委員会事務局には、事前に改定の意向を確認しましたところ、

改定の動きはないとのことでございました。 

設定のポイントといたしましては、農地法施行規則第１７条に『設定する

面積（ここでは２０アール未満）の農家数が、４０パーセントを下回らない

よう算定する』こととなっており、適用区域内で、２０アール未満の農家の

割合は４０パーセントを超えております。 

また、下限面積２０アールの適用区域外については、２０２０年農林業セ

ンサスにおいて、草津市の農家の１経営体当たりの経営耕地面積が１７２ア

ールとのデータがあり、規模拡大したいと思っている方は５反要件を満たし

ていると想定されることから、変更する必要性がないと考えております。 
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また、下限面積については、自然的、経済的条件で決めるものであり、頻

繁に変更するものではないことから、従来どおりといたしたく、従来同様に

渋川を除いた旧草津学区については、２０アールのまま変更する必要はない

と考えております。 

なお、今年５月に農地法の改正が可決され、おそらく来年の４月施行にな

ると思われますが、下限面積が撤廃されることになっておりますので、撤廃

後の運用については、国、県、近隣市町の動向を注視しながら、検討してま

いりたいと考えております。 

以上、下限面積の設定について御審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

会長 以上で事務局の説明が終りました。これより、質疑に入ります。ただいま

の、事務局からの説明について、発言のある方は挙手願います。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております 

議第２７号下限面積（別段面積）の設定につき、議決を求めることについ

て、原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第２７号下限面積（別段面積）の設定について、議決を求める

ことについて、は原案のとおり決定いたしました。 

 

７番 

 

来年から下限面積が撤廃されたら、農業未経験の方でも農地の取得はでき

るのでしょうか。 

 

事務局 

 

 

申請の時点で全く農業をしていなくても、農地取得後に農業をされるので

あれば購入はできます。 

会長 

 

次に、日程第８議第２８号「農用地利用集積計画【農地中間管理権】（案）

の決定につき、議決を求めることについて」を議題として、農林水産課より

議案の朗読と説明を願います。 
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農林水産課 

 

 

 

本来であれば、課長も同席させていただくところではございますが、あい

にく別件の会議の予定が入っており、担当のみの出席とさせていただきます。

それでは、議題２８号農用地利用集積計画（案）について、説明させていた

だきます。 

農地中間管理機構から、利用権設定にかかる申し込みが本市にありました。

このことに伴い、農用地利用集積計画を作成しましたので、農業経営基盤強

化促進法に基づき農業委員会で御審議いただくものでございます。計画の内

容については、お配りしております「農用地利用集積計画【農地中間管理権】

(案)令和４年７月２０日公告」を御覧ください。 

１ページ目は今回の集積計画による面積の集計でございます。 

左下を御覧いただきまして、今回は２５筆、計４６,１３０㎡の農地が利用

権設定されます。 

農地の詳細につきましては２ページ目を御覧ください。当該農地の地権者

から中間管理事業の申込書が提出され、下笠町の農地１７筆、志那町の農地

２筆、南山田町の農地５筆、北山田町の農地１筆が農地中間管理機構に貸し

付けされます。 

３ページ目を御覧いただきまして、こちらは農地中間管理機構が作成され

ました農用地利用配分計画（案）になります。今回は個人間の利用権設定か

ら農地中間管理機構を利用した利用権設定への変更となるため、マッチング

会議での協議はなく、個人間の利用権設定と同じ耕作者に貸付されることが

決定しました。 

以上で令和４年７月２０日公告予定の、農用地利用集積計画の内容につい

ての説明を終わります。 

御審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 以上で農林水産課の説明が終りました。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、発言のある方は、挙手の上、議席

番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願いします。 

 

１１番 

 

 

農用地利用配分計画、案ですよね。まだ決定ではないという理解でよろし

いですか。 

 

農林水産課 

 

本日の農業委員会の総会で承認をいただきましたのち決定となります。 

 

１１番 

 

分かりました。 

 

会長 その他、御意見御質問はございませんか。 
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 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。採決に入ります。ただいま

議題となっております議第２８号「農用地利用集積計画【農地中間管理権】

（案）の決定につき、議決を求めることについて」を原案のとおり決定する

ことに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手多数) 

 

会長 挙手多数であります。 

よって、議第２８号「農用地利用集積計画【農地中間管理権】（案）の決定

につき、議決を求めることについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 以上で、本日の会議に付議された許可等の各案件は、すべて議了されたも

のと認めます。 

 

  

 閉会１６時１５分 
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